
茨城県議会基本条例検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 茨城県議会基本条例（仮称）の作成について検討を行うため，議長の諮

問機関として，茨城県議会基本条例検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。

（組織等）

第２条 委員会は，県議会各会派が推薦する委員により構成する。

２ 委員は，いばらき自民党７名，民主党，自民県政クラブ，公明党，日本共産

党，みんなの党，各1名の計12名とする。

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き，議長が委員の中から指名する。

４ 委員長は，委員会を代表し，委員会を総括する。

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理す

る。

（会議）

第３条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は，委員長が招

集する。

２ 委員長は，会議を主宰する。

３ 委員長は，必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，説明させ，

又は意見を述べさせることができる。

４ 委員外議員は，オブザーバーとして会議に参加することができ，委員長が必

要と認めた場合は発言することができる。

５ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決す

るところによる。

６ 委員長は，議決に加わることができない。

７ 会議は，公開とする。ただし，委員長が会議に諮り，非公開とすることがで

きる。

（庶務）

第４条 委員会の庶務は，議会事務局において処理する。

（委任）

第５条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員

長が別に定める。

付 則

この要綱は，平成23年12月８日から施行する。
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